
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

＊環境影響評価準備書につきましては、下記日程で説明会を開催します。 

日  時 会  場 日  時 会  場 

11 月 26 日(火) 

午後７時～ 

下 田 市 民 文 化 会 館 

（小ホール） 

12 月２日(月) 

午後７時～ 
柿 崎 公 民 館 

11 月 27 日(水) 

午後７時～ 
稲 生 沢 公 民 館 

12 月４日(水)  

午後７時～ 
白 浜 公 民 館 

11 月 29 日(金) 

午後７時～ 
稲梓基幹集落センター 

12 月６日(金) 

午後７時～ 
朝 日 公 民 館 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成25年11月発行 

発行元：下田市役所 建設課 伊豆縦貫道係（下田市東本郷 1丁目５番１8号）ＴＥＬ0558-22-2219 ＦＡＸ0558-27-1007 

 河津下田道路Ⅰ期 （対象事業実施区域 下田市六丁目～箕作 約５．７ｋｍ） 

｢都市計画案｣、「環境影響評価準備書」の縦覧が始まります。 
    

｢｢｢｢環環環環境影響評価準備書境影響評価準備書境影響評価準備書境影響評価準備書｣｣｣｣とはとはとはとは    

････････････環境調査環境調査環境調査環境調査のののの結果結果結果結果、、、、環境環境環境環境へのへのへのへの影響予測影響予測影響予測影響予測やややや評価評価評価評価のののの結果結果結果結果、、、、環境保全対策環境保全対策環境保全対策環境保全対策をををを記載記載記載記載したものしたものしたものしたものですですですです。。。。    

縦覧場所 静岡県交通基盤部都市局都市計画課（静岡県庁東館 12 階） 

下田市建設課（下田市役所別館２階） 

縦覧期間 11 月 13 日（水）～12 月 12 日（木） 
      ※土日・祝日を除く 午前８時３０分～午後５時１５分 

縦覧について 

＊都市計画案及び準備書に対する意見書を書面により提出することができます。 

用紙様式 指定なし。※都市計画案用と準備書用で別様としてください。 

記載事項 ①住所、②氏名（法人、団体等の場合には名称、代表者の氏名、事務所の所在地） 

③都市計画の種類及び名称｢下田市都市計画道路 1・6・1 号伊豆縦貫自動車道｣ 

又は準備書の名称｢都市計画道路 伊豆縦貫自動車道（下田市）環境影響評価準備書｣ 

④意見（日本語により、意見の理由も含めて記載してください） 

提出期間 １１月１２日（火）から 12 月 26 日（木）まで 

提出方法 郵送又は直接提出 ＊ＦＡＸやＥメールでの提出は受け付けられません。 

提出先  静岡県交通基盤部 都市局都市計画課（静岡県庁東館 12 階） 

         〒420-8601 静岡市葵区追手町９-６ 電話 054-221-3187 

     下田市建設課 伊豆縦貫道係(下田市役所別館２階) 
         〒415-8501 下田市東本郷１-５-18 電話 0558-22-2219 

意見書の提出について 

『環境影響評価準備書』の説明会 
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伊豆縦貫自動車道（下田市）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ご意見・お問い合わせは  下田市役所 建設課 伊豆縦貫道係  E-mail：kensetsu@city.shimoda.shizuoka.jp 

＊環境影響評価とは．．． 
事業実施が環境に及ぼす影響について、調査・予測・評価を行い、環境保全のための措置を
検討し、この措置が講じられた場合における影響を総合的に判断するものです。 

（Ⅱ期（箕作～河津町）区間は、事後調査計画書まで作成され、道路事業が実施されています。） 

 伊豆縦貫自動車道 河津下田道路Ⅰ期(六丁目～箕作) では．．． 
 都市計画と、環境影響評価の手続きが進められています。 

●都市計画手続き  
⇒都市計画案の公告縦覧後に、県都市計画審議会や、市都市計画審議会での 

審議、大臣同意といった手続きを、都市計画決定に向けて進めていきます。 
●環境影響評価手続き  

⇒準備書の公告縦覧後に、県環境影響評価審査会での審議や評価書の作成 
などの手続きを進めていきます。 

意見書の提出 

現在現在現在現在ののののステップステップステップステップ    

現在現在現在現在ののののステップステップステップステップ    


